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8月

福　
　
祉

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
か
ら
の　

お
知
ら
せ

	

０
８
５
７-

20-

３
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３（
①
）

	

０
８
５
７-

20-

３
４
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（
②
・
③
）

	

０
８
５
７-

20-

３
４
０
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各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
（

	

12
ペ
ー
ジ
）

各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー（

	

12
ペ
ー
ジ
）

【
①
寝
具
丸
洗
い
乾
燥
サ
ー
ビ
ス
９
月
実
施
分
】

対
在
宅
で
生
活
を
し
て
い
る
65
歳
以
上
で

要
介
護
４
、
５
の
人　

料
掛
布
団
：
２
０

０
円
、
敷
布
団
：
２
０
０
円
、
羽
根
布
団
：

３
０
０
円
、
毛
布
：
１
０
０
円　

※
枚
数
に

制
限
が
あ
り
ま
す
。
募
８
月
21
日
（
月
）

ま
で
に
申
出
書
を
提
出

【
②
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
】

時
８
月
９
日
（
水
）
10:

00
〜
11:

30　

所
さ
わ
や
か
会
館
（
富
安
二
丁
目
）

容
認
知
症
に
関
す
る
正
し
い
知
識
を
持
ち
、

地
域
や
職
域
で
認
知
症
の
人
や
家
族
に
対
し

て
暖
か
い
目
で
見
守
る
「
認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー
」
養
成
講
座　

料
無
料　

募
８
月
４

	

０
８
５
７-

20-

３
４
０
６

問
各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー（

	

12
ペ
ー
ジ
）

ひ
と
り
親
家
庭
高
等
学
校
卒
業
程

度
認
定
試
験
合
格
支
援
事
業

　

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
の
合
格
を

め
ざ
す
ひ
と
り
親
家
庭
の
親
ま
た
は
児
童

が
、
民
間
事
業
者
な
ど
に
よ
る
講
座
を
受
講

し
、
修
了
お
よ
び
合
格
し
た
と
き
に
受
講
費

用
の
一
部
を
支
給
し
ま
す
。	

※
要
事
前
相

談
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
。

問
駅
南
庁
舎
こ
ど
も
家
庭
課

	

０
８
５
７-

20-

３
４
６
５

	

０
８
５
７-

20-

３
４
０
５

児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届
は
８
月
中
に

容
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
に
支
給
さ
れ
る
「
児

童
扶
養
手
当
」
を
受
給
し
て
い
る
人
は
、
８

月
中
に
必
ず
現
況
届
の
手
続
き
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
（
支
払
停
止
中
の
人
を
含
む
）。
現

況
届
の
手
続
き
を
行
わ
な
い
と
、
８
月
分
以

降
（
支
給
は
12
月
）
の
手
当
が
受
給
で
き
な

く
な
り
ま
す
。
な
お
、
対
象
者
に
は
関
係
文

書
を
送
付
（
７
月
末
送
付
）
し
て
お
り
ま
す

の
で
、事
前
に
記
載
し
て
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

受
８
月
１
日
（
火
）
〜
31
日
（
木
）
９:

00

〜
16:

30　

所
駅
南
庁
舎
地
下
第
２
会
議

室
ま
た
は
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

問
駅
南
庁
舎
こ
ど
も
家
庭
課

	

０
８
５
７-

20-

３
４
６
５

	

０
８
５
７-

20-

３
４
０
５

問
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課（

	

12
ペ
ー
ジ
）

日
（
金
）
ま
で

【
③
認
知
症
介
護
家
族
の
集
い
　
〜
毎
月
第

２
金
曜
日
開
催
〜
】

時
８
月
11
日
（
金
）
10:

00
〜
12:

00　

所
さ
ざ
ん
か
会
館
（
富
安
二
丁
目
）

容
認
知
症
の
問
題
や
介
護
の
悩
み
な
ど
の

情
報
交
換
を
し
な
が
ら
交
流
を
す
る
場　

料
無
料

　

認
知
症
に
関
す
る
相
談
は
次
の
各
セ
ン

タ
ー
で
も
受
け
て
い
ま
す
。

認
知
症
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
認
知
症
の
人

と
家
族
の
会
鳥
取
県
支
部
）

　

毎
週
月
〜
金　

10:

00
〜
18:

00

	

０
８
５
９-

37-

６
６
１
１

認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
（
渡
辺
病
院
）

	
０
８
５
７-

39-

１
１
５
１

家
族
介
護
者
の
集
い　
　
　
　
　

「
ス
マ
イ
ル
・
ス
マ
イ
ル
」

時
８
月
23
日
（
水
）
10:

00
〜
12:

00　

所
駅
南
庁
舎
第
一
会
議
室　

対
家
族
介
護

者
ま
た
は
介
護
に
関
心
の
あ
る
人　

容
懇

談
会
（
介
護
ガ
イ
ド
Ａ
ｉ
紹
介
な
ど
）　

料

２
０
０
円　

募
８
月
18
日
（
金
）
ま
で

問
ス
マ
イ
ル
・
ス
マ
イ
ル
事
務
局
（
地
域

包
括
ケ
ア
推
進
課
）

	

０
８
５
７-

20-

３
４
４
９

	

０
８
５
７-

20-

３
４
０
４

介
護
予
防
教
室（
お
た
っ
し
ゃ
教
室
）

（
10
～
12
月
）

容
主
に
椅
子
に
座
り
な
が
ら
の
運
動
、
栄

養
や
お
口
の
機
能
改
善
の
た
め
の
講
話
。　

鳥
取
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員 

選
挙
人
名
簿
へ
の
登
載
申
請

　

年
間
90
日
以
上
漁
船
を
使
用
し
て
漁
業
を
営

ん
で
い
る
人
ま
た
は
そ
の
漁
業
の
従
事
者
で
、

平
成
29
年
９
月
１
日
現
在
で
調
製
す
る
鳥
取
海

区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
に
登
載

を
希
望
す
る
人
（
平
成
11
年
12
月
６
日
以
前
に

生
ま
れ
た
人
）
は
、
９
月
５
日
（
火
）
ま
で
に

選
挙
人
名
簿
登
載
申
請
書
を
選
挙
管
理
委
員
会

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
名
簿
に
登
載
さ

れ
な
い
場
合
は
、
鳥
取
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

委
員
選
挙
の
投
票
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

申
請
書
は
８
月
上
旬
に
各
漁
家
に
郵
送
す

る
予
定
で
す
の
で
、
同
封
の
返
信
用
封
筒
で

時
毎
週
１
回
90
分
・
３
か
月
間　

所
公
共

施
設
な
ど
全
19
会
場
（
予
定
）　

対
満
65
歳

以
上
の
人　

※
医
師
か
ら
、
運
動
制
限
さ
れ

て
い
な
い
人
の
み
。　

※
身
体
状
況
に
よ
っ

て
は
、
他
の
サ
ー
ビ
ス
を
紹
介
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。　

料
１
回
５
０
０
円　

募
８

月
31
日
（
木
）
ま
で
に
お
住
ま
い
の
地
域
の

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ

問	

各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー（

	

12
ペ
ー
ジ
）

ひ
き
こ
も
り
家
族
教
室

時
９
月
１
日
（
金
）
10:

00
〜
12:

00
（
受

付
９:

30
〜
）　

所
さ
わ
や
か
会
館
3
階
多

目
的
室　

容
①
講
話　

▽
講
師
：
山
本
恵

子
さ
ん（
ひ
き
こ
も
り
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
）

②
交
流
会　

料
１
２
０
円
（
お
茶
菓
子
代
）

※
要
申
込
み

問
駅
南
庁
舎
障
が
い
福
祉
課

	

０
８
５
７-

20-

３
４
７
４

	

０
８
５
７-

20-

３
４
０
６

法
定
後
見
の
市
長
申
立

　

成
年
後
見
制
度
は
、
認
知
症
や
知
的
障
が

い
・
精
神
障
が
い
な
ど
に
よ
り
判
断
能
力
が

不
十
分
な
人
の
権
利
を
守
る
た
め
、
親
族
な

ど
の
申
立
に
よ
り
家
庭
裁
判
所
が
選
任
す
る

後
見
人
な
ど
が
、
預
貯
金
の
管
理
や
日
常
の

契
約
行
為
な
ど
を
本
人
に
代
わ
っ
て
行
う
制

度
で
す
。
親
族
な
ど
に
よ
る
支
援
が
で
き
な

い
人
や
身
寄
り
の
な
い
人
に
つ
い
て
は
、
市

長
が
申
立
を
行
い
ま
す
。

問
駅
南
庁
舎
障
が
い
福
祉
課

	

０
８
５
７-

20-
３
４
７
４

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

●
電
波
に
関
す
る
お
困
り
ご
と
や
ご
相
談

　

中
国
総
合
通
信
局
で
は
、
不
法
無
線
局
に

よ
る
混
信
・
妨
害
、
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
受

信
障
害
な
ど
、
電
波
に
関
す
る
お
困
り
ご
と

や
ご
相
談
電
話
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

◆
不
法
無
線
局
、
混
信
・
妨
害
相
談

　

０
８
２-

２
２
２-

３
３
３
２

◆
受
信
障
害
（
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
）

　

０
８
２-

２
２
２-

３
３
８
３

◆
電
波
利
用
料

　

０
８
２-

２
２
２-

３
３
０
８

◆
そ
の
他
行
政
相
談

　

０
８
２-

２
２
２-

３
３
１
４

問
駅
南
庁
舎
情
報
政
策
課

	

０
８
５
７-

20-

３
８
７
１

	

０
８
５
７-

20-

３
８
７
９

お
知
ら
せ

年金受給資格期間
が短くなりました !
　年金を受け取るために必要な期間（保険料納付
済等期間）が、平成 29年 8月より、10年に短縮
され、これまで年金を受けることができなかった
人も年金を受給できる可能性があります。
□受給資格期間を25年から10年に短縮
　既に 65歳以上の人で、受給資格期間が 10年以
上の人を対象に、平成 29 年 2月から 7月までの
間に日本年金機構から「年金請求書」（黄色のA4
封筒）が送られています。届いた人は「ねんきん
ダイヤル」（ 	0570-05-1165）で予約の上、鳥
取年金事務所でお手続きく
ださい。手続きをすること
によって、平成 29 年 9 月
分から年金を受け取ること
ができます。
□任意加入制度で年金額アップ
　国民年金の加入は 20歳以上 60歳未満までです
が、納付月数が 480 月（40年）に満たない人で、
日本国内に住所を有する（注 1）60 歳以上 65 歳
未満の人は任意加入できます。（注 2）
　任意加入することで、受給資格を満たし、年金
を受け取れるようになったり、受け取る老齢基礎
年金の額を増やすことができます。
　また、受給資格期間が 10 年に満たない人は、
最長 70 歳まで任意加入することができ、年金を
受け取れるようになります。　
※注 1　外国に居住する日本国籍を有する人も加
入できます。
※注 2　現在、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けて
いる人、厚生年金に加入している人は除きます。
□過去5年間の保険料を納めることができます
　過去 5年以内に国民年金保険料を納め忘れてい
る人も、申込みにより、平成 30 年 9 月までは保
険料を納めることができ（後納制度）、年金を受け
取れるようになったり、年金額が増えたりします。
□年金記録の確認を
　受給資格期間には、国民年金の保険料を免除さ
れている期間、厚生年金や共済組合に加入してい
た期間、海外に住んでいたなど年金制度に加入し
ていなくても合算対象期間と認められる期間も含
まれます。ご自身の年金記録を確認することで、
年金を受け取れる場合がありますので、旧姓や読
み間違えやすいお名前の人など、心当たりのある
人はもう一度年金事務所にご相談されるようお願
いします。
　市役所や年金事務所、日本年金機構の職員を名
乗り、「年金請求書を送るので、手数料を振り込ん
でほしい」などという、不審な電話がかかること
が予想されます。年金請求の手続きで手数料を求
めたり、金融機関の口座を電話でお尋ねすること
はありませんので、不審電話と思われるときは、
鳥取年金事務所にご連絡ください。
問 	鳥取年金事務所　 	0857-27-8311
問 	駅南庁舎保険年金課
	0857-20-3484		 	0857-20-3407

返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
申
請
書
が
届
か
な
い
人
は
、
選
挙

管
理
委
員
会
、
各
総
合
支
所
お
よ
び
各
漁
業

協
同
組
合
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

	

０
８
５
７-

20-

３
３
８
６

	

０
８
５
７-

20-

３
０
５
１

第
44
回
人
権
尊
重
社
会
を
実
現
す

る
鳥
取
市
民
集
会

時
８
月
25
日
（
金
）
10:

00
〜
15:

30
（
受

付
９
：
30
）　

所
と
り
ぎ
ん
文
化
会
館
梨
花

ホ
ー
ル	

ほ
か　

容
【
全
体
会
（
午
前
）】

▽
講
演
「
部
落
差
別
解
消
推
進
法
成
立
」　

▽
講
師
：
内う

ち
だ田
龍り

ゅ
う
し史
さ
ん
（
尚し

ょ
う
け
い絅
学
院
大
学

総
合
人
間
科
学
部
現
代
社
会
学
科
准
教
授
）

【
分
科
会
（
午
後
）】
▽
子
ど
も
の
人
権　

▽

企
業
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画　

▽
同
和

（
部
落
）
問
題　

▽
障
が
い
の
あ
る
人
の
人

権　

▽
地
域
に
お
け
る
人
権
の
取
り
組
み　

▽
災
害
と
人
権　

※
鳥
取
駅
南
口
か
ら
無
料

シ
ャ
ト
ル
バ
ス
を
運
行
し
ま
す
。	

料
無
料

問
本
庁
舎
人
権
推
進
課

	

０
８
５
７-

20-

３
２
２
４

	

０
８
５
７-

20-

３
０
５
２

電
波
の
ル
ー
ル
を
守
り
ま
し
ょ
う

　

電
波
は
警
察
・
消
防
・
救
急
、
放
送
、
携

帯
電
話
な
ど
、
私
た
ち
の
生
活
の
安
心
・
安

全
の
た
め
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
不
法
電
波

は
、
こ
ん
な
大
切
な
通
信
を
妨
害
し
て
、
私

た
ち
の
生
活
を
脅
か
し
ま
す
。
電
波
を
利
用

す
る
た
め
に
は
、
原
則
、
無
線
局
の
免
許
と

技
術
基
準
に
適
合
し
た
無
線
機
器
を
使
用
す

年金機構の
黄色の封筒が届いた方は
年金が受け取れます
今すぐ
予約のお電話を！
０５７０－０５－１１６５（いい老後）

（別添２）横型（小）


